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１. はじめに

本特集号は、季刊誌『にじ』の「農協

改革を協同組合から問う」シリーズの第

２弾である。第１弾では協同組合の立場

に立って、JAは政府の農協改革にどう立

ち向かうのかをその背景とともに論じた。

この第２弾では、その基本線は変わらな

いものの、2018（平成30）年開催の第28

回JA全国大会を見据えて、JA自己改革

をどう捉え、どう実践するかを、現場の

視点に立って考察し、提案することを主

たる狙いとしている。

政府の農協改革とJAの自己改革は似

ているようで、似ていない。似ていない

とはどういう意味か、また、それは具体

的にどのような取り組みに現れるのかを

明らかにしようとしている。とくに、協

同組合の仲間や法律の専門家から見ると、

どこにどのような問題があると考えられ

るのか、また、広く社会から支持される

JAの自己改革とはどのようなものかを

論じていることに特徴がある。

言うならば、JA自己改革についての大

きな指針を提供するという意図を持って

いる。そういう中で本稿は、JA役職員の

「意識改革・行動改革」をJA自己改革の最

重要課題として位置づけるとともに、焦

眉の急である「組合員制度」「総合事業」

「協同組合間協同」について、その基本的

視座を提供しようとするものである。

２. 「農協改革」と「自己改革」の違い

政府の農協改革は公（政府）による上

からの改革であって、その本質は「JAを

つぶす改革」である。これに対し、JAの

自己改革は民（個人）による下からの改

革であって、その本質は「JAを生かす改

革」である。JAをつぶすのか、生かすの

か。その方向性は全く逆である。

石田 正昭
Ishida　  Masaaki

●龍谷大学 教授

〈農協改革を協同組合から問うⅡ〉

座長解題

「農協改革を協同組合から問う
　　　  ーJA自己改革の論点」
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この違いを明確に提示しないと、自

己改革で「何をやっていいのか分から

ない」といったJAからの反応が出てく

る。多分にJA全中に責任があると思う

が、「農業者所得の向上」「農業生産の拡

大」「地域の活性化」という３つの課題

は、JAから見れば日常的に取り組まれて

いる課題であって、自己改革と称して高

く掲げられるべきものではない。

では、自己改革と称するにふさわしい

喫緊の課題とは何であろうか？　これも

多くの現場が承知しているように、JA

役職員の「意識改革・行動改革」である。

この課題はJA全国大会で決議された「ア

クティブ・メンバーシップ」なる横文字

で表現できるような問題ではない。各JA

にこびりついた根の深い問題である。

「意識改革・行動改革」とは、農業生

産の縮小やJA合併の過程で希薄化した

「JAと組合員とのつながり」を再構築す

るためのJAに内在的な問題と言ってよ

いだろう。よりストレートに表現すれば、

「組合員との関係性の正常化」と言って

よいのかもしれない。JA自己改革で掲

げられた３つの課題に取り組むとしても、

これを欠いては確かな成果は期待できな

いと考えるべきである。

３. JAをつぶす農協改革

図１に示すように、事業体を土台・柱・

屋根から成る構築物に例えると、協同組

合は、土台が「組織」、柱が「事業」、屋

根が「経営」から成っている。これに対

し、一般会社（資本制企業）は、土台が

「資本」、柱が「事業」、屋根が「経営」か

ら成っている。協同組合と一般会社との

違いは、土台が組織であるか、資本であ

るかの違いだけである。

しかし、この違いは大きい。組織、すな

わち人の結合（人と人とのつながり）が協

同組合の事業と経営をつくっている。こ

れに対し、資本、すなわちカネ・モノの

結合が一般会社の事業と経営をつくって

いる。一般会社がカネ・モノの結合に腐

協同組合 一般企業（株式会社）

組織とは人の結合 資本とはカネ・モノの結合

組 織

事

業

事

業

事

業
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事

業
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図１　協同組合と一般企業の土台・柱・屋根
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心するのと同じように、あるいはそれ以

上に、協同組合は人の結合に腐心しなけ

ればならないのである。

ただし、急いで付け加えなければなら

ないが、協同組合ではカネ・モノの結合

に注力しなくてもよいと言っているので

はない。協同組合でもカネ・モノの結合

は重要である。しかし、人の結合を忘れ

て、カネ・モノの結合だけに注力すれば、

それは協同組合ではなくなることを意味

する。

JAが求める人の結合とは、地域で無数

の「人と人とのつながり」ができた上で、

構成員たちの関心がJAへ向かっている

ことが重要である。「ありがとう」「あっ

たかいね」「ちょっと話を聞いてよ」「ま

た来てね」などと言ってもらえるような、

親密な関係性が組合員との間で構築され

ていなければならない。

ただし、現下のJAが直面する問題はそ

う単純ではない。図２に示すように、政

府の農協改革では、規制改革会議（現・

規制改革推進会議）を動員して、土台（組

織）を壊し、柱（事業）を倒し、そしてま

ともな屋根（経営）を乗せられないよう

に画策しているからである。

公（政府）によるJAつぶしの方法とし

て指摘できるのは、2019（平成31）年度か

ら導入される会計士監査（監査法人監査）

と、2021（平成33）年度に行われる予定

の農協法改正の２つである。前者は平成

31年度問題、後者は平成33年度問題と呼

ぶことができる。

平成31年度から行われる会計士監査で

は、信金・信組並みの監査が予定されて

おり、そこでは減損処理の厳格化、内部

統制の強化がどのようなレベルで設定さ

れるかが問題となる。というのは、行政

庁は、JAに直接的に手を下さなくても、

監査法人の品質管理レビュー（いわば監査

法人に対する監査）の厳格化によって間接

的にJAをつぶす（監査証明を出さない）こ

とが可能になるからである。

一方、平成33年度に予定される農協法

事

事

業 業

組　織 組　織 組　織

図２　JA経営崩壊の姿
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改正では、平成31 ～ 33年度において、信

用・共済事業の分離と准組合員事業利用

規制の２つが議論の俎上に乗せられるこ

とがすでに決定している。図２では土台

に亀裂が入り、柱が倒れたり折れたりし

ているが、これはその最悪の状態を表し

ている。准組合員の事業利用量にキャッ

プ（上限）がかぶせられ、信用・共済事業

の連合組織への譲渡が決まれば、JA経営

が立ち行かなくなることは明らかである。

公（政府）の公式見解では、この改革に

関して実際にどう措置するかは、正組合

員の判断（毎年認定農業者等に対して行われ

る「農協改革」の進捗状況に関するアンケー

ト調査の結果）に委ねるとしている。この

アンケート調査は昨年度から実施されて

いるが、調査票を見ると、質問の内容と

回答の選択肢が粗雑であると同時に、対

象者の選定も統計学的な意味での無作為

抽出とは言い難く、この調査結果に基づ

いて政策判断を下すのは無謀と言わざる

を得ない。行政庁の恣意的な利用が可能

である。

一方、JAグループにおいても、すべて

の正・准組合員を対象に、１千万人規模

の「JAの自己改革に関するアンケート

調査」を平成31年春に行い、組合員から

「地域になくてはならないJA」というポ

ジティブな評価がもらえるように努力す

るとしている。ただし、調査票（試案）を

見ると、地域になくてはならないJAかど

うかを直接尋ねる質問はないため、全体

の調査結果から大局的な判断を下すこと

になると思われる。このアンケート調査

は、その性質上、単なる組合員意向調査

ではなく、組合員による「政府の農協改

革への反対表明」として位置づけられる

べきものであって、組合員全戸訪問の完

遂によってこれを成功させなければなら

ない。

政府の農協改革は期限のある改革であ

るが、JAの自己改革は期限のない改革で

ある。アンケート調査で組合員からポジ

ティブな評価をもらえれば「それで終わ

り」という性質のものではない。言いか

えれば、JA役職員の「意識改革・行動改

革」は日常的に取り組まなければならな

い永遠の課題である。

４. JAを生かす改革

JAの自己改革は「JAを生かす改革」で

ある、という意味は、組合員との関係正

常化に当たって、自らの短所の補正に取

り組むのは当然であるが、同時に、自ら

の長所はこれを積極的に伸ばす必要があ

ることを言う。

では、JAの短所とは何であり、長所

とは何であろうか。筆者が行った組合員

アンケート調査から判明していることは、

およそ次のとおりである。

JAの事業展開力を表す指標として

「財・サービスの価格が有利」「農業振興
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に注力している」「職員の専門性が高い」

を想定し、他方で、JAの組織展開力を表

す指標として「職員の対応が親切だ」「JA

に親近感がある」「地域を大切にしてい

る」を想定すると、組合員が高く評価し

ているのは後者、すなわち組織展開力の

ほうである。つまりJAが伸ばすべき長所

は組織展開力、補正すべき短所は事業展

開力ということになる。

JAの優位性発揮に当たって、第一に

取り組むべきは組織展開力の強化である。

職員が組合員・利用者と接した時に、財

やサービスの説明、価格比較などから始

めることが、JAへの信頼を高めることに

はならない。そうではなく、組合員から

「あなたは親切だ」「私のことをいつも気

にかけてくれる」「気さくに声をかけて

くれる」などと言ってもらえるようなホ

スピタリティ（思いやり）の心を持つこと

が、JAへの信頼を高めることにつながる

のである。

そのために心がけるべきことはコミュ

ニケーション能力の強化である。コミュ

ニケーションとは意思や思考を伝達しあ

うことを指すが、なかでも重視されるべ

きは「話す力」ではなく、「聞く力」とさ

れる。この「聞く力」を養うためには知

識や経験に基づく「受け止める力」の向

上が不可欠であるが、同時に相手の言う

ことを「耳だけではなく、目や心を使っ

て受け止める」ことが重要である。とく

に目線をそらさずに「アイコンタクト」

を図りながら、相手から本音の言葉を引

き出すような自己訓練を重ねていかなけ

ればならない。

その一方で、短所の補正、すなわち事

業展開力の強化にも乗り出すことが必要

である。とくに重要なのはトップから一

般職員までのたて系列の一体化と、営農

から金融（一般には「くらし分野」と呼ば

れる）、管理部門までのよこ系列の一体化

による「全員経営」の展開である。全員

経営の展開に当たって、その肝はたて系

列とよこ系列の結節点に位置する「管理

職」の能力向上である。彼らの意識改革、

行動改革なくして全員経営は展開できな

い。人事管理が「年功主義」から「能力

主義」へ転換したJAは多いが、完全な能

力主義へ転換したとは言い切れないJA

も多く、管理職の人材不足が指摘されて

いる。

そうした中で重視されるべきは、例え

ば「自己改革プラン」あるいは「中期計

画」の策定において、部門横断的な取り

組みを導入することである。たて割りの

各部門に部門計画を策定させ、それをピ

ンで留めるようなやり方では、新しいア

イディアもやる気のある一般職員も出て

こない。前例踏襲型で終わってしまう危

険性が高い。真に革新を求めるならば、

部門横断的な、よこ串を刺した形の共同

作業によってこれを策定していかなけれ
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ばならない。

また、こうして策定された中期計画に

基づいて各部署で策定される単年度計画

については、管理職を責任者とする全員

参加型でＰＤＣＡサイクルを回すように

しなければならない。朝礼はもとより夕

礼も行いながら、職員の参加意識を高め

つつ、「何ができて、何ができていない

か」のチェックを絶えず行うことが必要

である。こうした革新に取り組みながら、

組合員から「地域になくてはならない

JA」と評価してもらえるようにしていか

なければならない。

５. キーマンとしての管理職の役割

「全員経営」の展開に当たって、キー

マンとしての役割を果たすべきは管理職

である。しかし、そこに人材が乏しいと

いうのがJAの実態でもある。この点を改

めないと「JAは変わったね」というポジ

ティブな評価はもらえない。急な改善は

無理としても、「人材教育」あるいは「人

づくり」への注力はこれからの重要な課

題と言わなければならない。

では、管理職に求められる役割とは

いったい何か。次にこれを考えてみたい。

第１に、一般的に表現すると、管理職

は「経営層が決定した方針・目標を具体

化するための執行過程で、所属の各職位

の担当者を指揮・調整・激励するトップ

ダウン機能」と、「所属の各職位の担当者

が提案や試算を行って、上層部へ提議し、

上層部がこれを汲み上げて全体をまとめ

てくボトムアップ機能」の両面で主要な

役割を果たさなければならない。この職

責をして、野中郁次郎・勝見明『全員経

営』は「ミドルアップダウン・マネジメ

ント」と呼び、各部署においてＰＤＣＡ

サイクルを回す責任者となるべきことを

指摘している。

第２に、JA経営の具体論に入るが、平

成31年度から導入される会計士監査へ

の態勢を万全なものにしていかなければ

ならないという役割がある。「内部統制」

という言葉だけが先行し、一般職員が戸

惑っていることも多いかと思うが、重要

な点は、①業務を効果的かつ効率的に行

う意識を部下に浸透させていくこと、②

財務報告の信頼性を確保するために事務

統一を進め、ミスをなくす態勢を整え

ること、③コンプライアンス（法令遵守）

の徹底を図ること、などにあるとされる。

森友学園、加計学園問題に関する国会質

疑でわが国を代表する官僚たちが「文書

はございません」「記憶はございません」

を連発していたが、仮にあのような応答

が会計士監査で起これば、監査証明が出

ないことは明らかである。また、「組合長

は一発で首」というのも常識である。

ただし、「内部統制」に過剰反応するこ

とも実は問題であり、事務統一を進める

ことは当然であるとしても、ミスをなく
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すために必要以上の書類チェックを重ね

ることによって、管理職の超過勤務が常

態化しているという問題も指摘されてい

る。連合組織主導型で行われるこの種の

取り組みに対して、改善提案（ボトムアッ

プ）を行うことも管理職に与えられた重

要な役割である。

第３に、能力主義人事管理を行うため

に必要な「絶対考課」の方法をすべての

管理職がマスターしなければならないこ

とである。これなしには各人の公正・公

平な処遇の決定は難しくなり、人事への

不平・不満が高まりかねない。絶対考課

とは、各職務についての一定基準（これ

を職務基準と呼ぶ）と、その仕事を遂行す

るのに必要な各人が具備すべき能力（こ

れを等級基準と呼ぶ）を定めて、各人がそ

の職務を遂行した過程と結果から、その

基準に達したか否かを評価する方法を指

すが、複数の考課者間でそれらの基準に

対する理解や認識が異なっていると、人

事関連の基礎資料が整わず、公正・公平

な処遇の決定が難しくなる。とりわけ総

合事業体であるJAでは部門別の考課基

準が適用されるほか、部門間異動が繰り

返されることから、考課者も被考課者も

不慣れなもの同士が向き合うことも多く、

結果として適正な考課が行われないまま

人事への不平・不満だけがたまりやすい

構造となっている。

第４に、JAの優位性発揮という観点か

らすれば、管理職の指揮・命令のもとに

目標の数字なり実績なりを挙げたからと

いって、JA職員として優秀であるとは限

らないという現実がある。組合員サービ

スが重視される現場で、「あいさつ」が

ない、「笑顔」がない、「組合員・利用者

の信頼」がない、といった職員はJA職員

としては失格である。こうした問題を抱

える若手職員に対して、管理職や先輩諸

兄姉の激励ならびに内容のあるＯＪＴや

ＯffＪＴを通して、JA職員として備える

べき意識や態度を教え込むことが重要で

ある。その意味で、管理職には人格教育、

理念教育の担い手としての役割が期待さ

れている。

こうした観点を踏まえれば、全員経営

の名の下で行われる意識改革・行動改革

については、いくつかの提案が可能であ

る。

①�　JAグループ全体として「理念教

育」を重視した職員教育が実施され

るべきである。例えば、JAグループ

岐阜（したがって岐阜県下JA）で行わ

れているような「JAの存在意義」を

職場内で再確認する学習会の開催や、

JA菊池（熊本県）で1991（平成３）年

から22年間にわたって行われたよう

な組合員教育・役職員教育に携わる

常勤講師の雇用などは、各県、各JA

での導入が望ましく、そのための前

向きな検討が求められている。
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②�　農業を知らない職員も増えてい

ることから、家庭菜園規模であって

も構わないので、日常的に農作業を

行って、組合員・利用者と農に関する

日常会話ができるような水準に持っ

ていきたい。このことは必然的に全

職員が「正組合員」となることを意

味するが、職員採用試験でその意思

があるかどうかの確認をとることが

重要である。

③�　支店の信用担当職員が部門横断的

な経験を積むために、全支店ミニデ

イサービスを実施し、お年寄りと一

緒に歌を歌い、お遊戯などを行って、

高齢者福祉の意義を体験することが

重要である。写真は合併前の旧JAさ

いたま（埼玉県）の「全支店ミニデイ

サービス」の様子を写したものであ

るが、支店長や信用担当の若手職員

がお年寄りたちに十分溶け込んでい

る姿が伝わってくる。

④�　JAの仲間づくり運動を促進する

観点から、JA兵庫六甲（兵庫県）で

行われているような「１職員１サー

クル活動」を推進し、JA全体として

多様な組合員組織活動を展開するこ

とが重要である。とくに企画のマン

ネリ化が進み、参加者が固定してい

る「年金友の会」の活動については、

会員一人ひとりの要望を汲み取りな

がら、個別の要望を多様なサークル

活動に結びつけていくことが求めら

れる。

⑤�　組合員訪問活動を積極的に行って、

組合員との関係性強化に乗り出すべ

きである。例えば、JAはだの（神奈

川県）では、毎月26日、27日に機関

紙「JAはだの」を発行し、２日間で

１万４千人の組合員に約200人の職

員が届けているが、定例の26日、27

写真　旧JAさいたま（埼玉県）の「全支店ミニデイサービス」
＊筆者撮影
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日が休日の場合には、勤め人の多い

准組合員と会話できるというメリッ

トがあるとされている。また、JA兵

庫六甲では、組合員訪問活動を「ご用

聞き」と称しているが、組合員の要

望を「くらしの相談員」が日常会話

の中から聞き取り、そこで得られた

要望を専門部署に取り次ぐという機

能を持たせている。こうした組合員

との関係性強化の取り組みは、しば

しばポスティングだけで終わってし

まうとされる組合員訪問活動を、実

態のあるものへと発展させる役割を

担っていると考えられる。

６. 「組合員制度」に関する論点

2016（平成28）年４月１日の改正農協

法施行前の『総合的な監督指針』は、「准

組合員制度は（中略）…、農協としては、

事業運営の安定化を図り、正組合員への

サービスを確保・向上する上でも、事業

分量を増大することが望ましいことから、

地域に居住する住民等についても農協の

事業を組合員として利用する途を開くた

めに設けられている」と述べていた。

同時に、行政庁の識見として、准組合員

の加入に際しては、①農協制度の目的・

趣旨の理解の促進に努める、②正組合員

と准組合員との交流の促進を図る、③准

組合員の意見をどのように事業に反映さ

せていくのかについて工夫していく必要

がある、とも述べていた。

言うならば、准組合員の拡大は野放図

なものであってはならず、JAらしい「理

念」を持つことが重要と指摘していたの

である。言うまでもないが、JA自己改革

ではこの３点の実行こそ喫緊の課題と受

け止める必要がある。

そのためにJAがとるべき方策はおよ

そ次のとおりである。

①の「農協制度の目的・趣旨」につい

ては、JAグループでは、すでに「食と農

を基軸として地域に根ざした協同組合」

という立派な理念を持っているので、こ

れを徹底追求していく中で、JA理念を准

組合員に分かりやすく説明していくこと

が重要である。そこでは「助け合い」と

いうよりも「分かち合い」がキーワード

となり得るのではないか。

②の「正組合員と准組合員との交流」

については、①に即した活動や事業の展

開により、異質な他者との相互理解を深

めることが重要である。食料・農業基盤

のない非農業者に対して、「農のある暮

らし」の持つ豊かさを非農業者に広く実

感してもらう機会としたい。

③の「准組合員の意思反映」について

は、すでにJAグループ京都（したがって

京都府内のJA）やJAならけんで導入また

は導入の決定がなされているが、組合の

定款または内部規約で「准組合員総代」

の設置を定めることが望ましい。同時に、
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あるいはそれ以前に、集落の基礎組織が

「把握できる」准組合員については正組

合員との一体化を、「把握できない」准組

合員については多様な組合員組織を設け、

そこへの加入参加を呼びかけることが重

要である。

こうした取り組みを進めるとともに、

政府の准組合員事業利用規制の動きに対

しては毅然とした態度で臨むことが求め

られる。次にこの問題について考えてみ

たい。

准組合員の事業利用について、協同組

合論の立場は明快である。一般に、この

問題は員外利用の問題として処理できる

が、これについて上柳克郎『協同組合法』

は「組合員の利用を妨げない範囲内で組

合員以外の者にもその事業の利用を許す

ことが協同組合の社会的意義を大きくす

ることを考慮し、法が組合員以外の者に

組合の事業を利用させることを一定の限

度内で認める場合もある」と記し、いわ

ば員外利用容認論を展開している。

ここで重要な問題は「組合員の利用を

妨げない範囲内」とはどのような水準を

指すのかという点である。正組合員の事

業利用量の５分の１か２分の１か、ある

いは２倍か５倍か。いずれの水準にせよ、

その根拠が問われるのは当然である。あ

まりにも高すぎると正組合員との関係を

置き去りにして、員外取引にひた走るの

ではないかとの危惧も生じる。

だが、よく考えてほしい。信用・共済・

生活購買事業の分野で、員外や准組合員

の利用増大が正組合員の利用に支障を及

ぼすことがあり得るのか？　あり得ない。

むしろ員外や准組合員の利用増大は正組

合員の利益の増大につながっているので

ある。この点は先に示した「総合的な監

督指針」が述べていたとおりである。

仮にある者の利用が他者の利用に支障

を及ぼすとすれば、それは時に応じて利

用・非利用を行き来する組合員の機会主

義的行動を許容する生産購買・農産物販

売事業や利用事業の分野においてだけで

ある。この観点からすれば、「専属利用契

約」なり「全量出荷」は十分に意味のあ

る内部規約であったが、遺憾ながら、平

成28年４月施行の改正農協法によって

過去のものとなってしまった。

員外や准組合員の事業利用が、正組合

員の事業利用に支障を及ぼすか及ぼさな

いかは、当事者ではない政府が勝手に判

断し、キャップを設けるべきものではな

い。当事者たる正組合員が自ら判断すべ

きものである。具体的に言うと、総会ま

たは総代会の事業報告と事業計画に関す

る承認案件とすることが考えられる。

総会・総代会の承認案件とした上でも、

員外利用を含めた准組合員事業利用に

キャップを設けると政府が主張するなら

ば、その量的根拠を示す責任が政府側に

発生する。正組合員の意思を無視した政
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府の強制に正当性はないからである。仮

に政府がこの過程を無視するならば、JA

グループは組合員の権利を侵害するもの

として行政訴訟を起こす覚悟が必要であ

る。

正組合員についても准組合員について

も、原始農協法が制定された当時とは大

きく様相が変化している。ともに経済

的・社会的性格が多様化し、どのような

基準をもってしても、ここまでが「正組

合員」、ここからが「准組合員」と明確に

線引きすることが難しくなっている。政

府は認定農業者などのいわゆる「担い

手」だけを正組合員とせよ、と主張して

いるようであるが、それに従順に従うよ

うなJAならば、それはもはや協同組合で

はない。協同組合は、最も弱い立場の組

合員の心に寄り添うことによって初めて、

その存在意義が認められる団体だからで

ある。他国はどうあれ、少なくとも日本

ではそうである。

このことは准組合員問題の裏側には、

必ず正組合員問題があることを教えてい

る。正組合員資格は耕作面積要件と農業

従事日数要件から成るが、これに見直し

をかけるJAが都市的地帯を中心に増加

している。耕作面積要件は、農民の定義

のうち「自ら農業を営む個人」を想定し

た規定である。一方、農業従事日数要件

は、同じく農民の定義のうち「農業に従

事する個人」を想定した規定であり、農

家の主婦や子弟、さらには農業労働者な

どがこれに該当するとされる。

組合員資格に関する規定から耕作面積

要件を除外するJAが増えている。その理

由は、耕作面積要件と農業従事日数要件

はそのいずれかの要件を満たせば「正組

合員」の資格が得られるからである。例

えば、農地を他人に貸し付けている者や

農業経営を他人に請け負わせている者の

中には、耕作面積要件（すなわち農業経営

者要件）は満たさないが、農業従事日数

要件（すなわち農業従事者要件）はこれを

満たすという者が農村には少なからず存

在するからである。

定款変更には行政庁の認可を必要とす

るため、実際には耕作面積要件を定款か

ら除外することはしていない。規定から

〇〇アール以上という耕作面積の記述だ

けを外し、「農業を営む個人であって、そ

の住所又はその経営に係る土地又は施設

がこの組合の地区内にあるもの」に変更

している。これは、実際に農業経営を

行っている組合員も多いことから、この

者については農業従事日数要件ではなく、

（農業経営者の資格を表す）耕作面積要件の

該当者として残しておきたいという行政

庁の意思が働いた結果と思われる。

耕作面積要件の除外なり変更に先鞭を

つけたのは東京都内の全JAである。その

後、この動きはJA兵庫六甲をはじめ、宮

城、愛知、岐阜県などのJAにも広がっ
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表１　正組合員の資格要件別に見たJA数と構成比（全国）
� （単位：組合、％）

1990（平２）年度 2015（平 27）年度
集計組合数 3,591� 100.0 686 100.0

耕作
面積

10a 以上 2,880� 80.2 485 70.7
5 ～ 10a 572� 15.9 123 17.9
5a 未満 137� 3.8 33 4.8
未回答 2� 0.1 45 6.6

農業
従事
日数

90 日以上 3,238� 90.2 526 76.7
60 ～ 90 日 223� 6.2 91 13.3
60 日未満 109� 3.0 66 9.6
未回答 21� 0.6 3 0.4

＊�総合農協統計表より作成。都道府県別データから判断して、2015年の耕作面積の「未回答」は定款に耕作面
積の記述がないため、「5a未満」ではなく回答しなかったJA数を表していると考えられる。

ていった。また、耕作面積要件として１

アールとか２アールとかを規定するJA

も多い。例えば、JA伊勢（三重県）では１

アールと規定し、JAしまね、JAグループ

山口の全JAが２アールと規定している。

表１は、正組合員の資格について、耕

作面積、農業従事日数の各区分に従う

JA数を表したものである。それによる

と、2015（平成27）年度では、耕作面積

要件を「未回答」とするJAが、数にして

45、比率にして6.6％にのぼっていること

が分かる。ここで「未回答」とは、組合

の定款で耕作面積の記述を外したことを

表しているが、今後これに該当するJA数

の増加が期待できる。同時に、時系列的

に見ると、耕作面積要件、農業従事日数

要件ともに下方区分にシフトするJAが

多いことも分かるであろう。

協同組合は組合員制（メンバーシップ

制）を採用する事業体であるが、正組合

員数について、これを時代の流れに従っ

て減らしてもよいと考える組織体であっ

てはならない。社会的な拡大を絶えず目

指すことが組織体の使命であり、JAもそ

の例外ではない。耕作面積要件を除外す

る、あるいは極小化することによって期

待される効果は、従来の規定にとらわれ

ず、農業従事日数によって一元的に正組

合員資格の有無を管理できるようになる

ことである。これにより、農作業を行う

農家家族員はもとより、小規模農業者や

定年帰農者などの「多様な担い手」、畦

畔・水管理を行う農地所有者、貸農園・

家庭菜園・ベランダなどで野菜や花きを

育てる地域住民もまた「正組合員」とし

て位置づけることが可能となる。言うま

でもないが、その中には農作業の参加を

奨励されたJA職員も含まれるべきであ

る。

７. 「総合事業」に関する論点

信用事業の分離ないし代理店化につい

て、政府側から発表された提言や情報で

JA側が納得できるものは何一つない。こ
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れが実感と思われるが、代理店化が既定

路線となっているのではないかとの危機

感も充満している。新聞報道によれば、

齋藤健新農相は、「金融事業を代理店化

しなさいと言っているわけではなく、そ

れぞれが判断する制度になっている」と

いうが、本当にそうなのか。会計士監査、

准組合員事業利用規制の運用いかんに

よって、代理店化が避けられなくなるの

ではないかとの危惧は消えていない。

すでにいくつの小規模JAが信用事業

の代理店化に踏み切っているが、そこに

何らかの行政関与があったことも知られ

ている。今後もこの傾向は変わらないだ

ろう。とりわけ貯金量200億円未満の小

規模JAが、今後、行政関与のターゲット

となる可能性は高い。

信用事業の分離ないし代理店化によっ

て、組合員・利用者が被ると思われる不

利益はおよそ次のとおりである。

①�　JAの組合員・利用者は零細な事

業者（農業者）もしくは個人である。

JAが総合事業を営むことで、こうし

た零細な事業者もしくは個人が安い

取引費用で金融へアクセスできるこ

とは大きな利点である。最近でこそ、

金融を巡る環境変化から地銀等が農

業分野に進出しているが、仮にそこ

から新たな資金を借り入れようとす

れば別の取引費用が発生する。

②�　とりわけ、指導事業と結びついた

金融事業として位置づけられるJA

独特の組合員勘定（クミカン）は、農

業者とりわけ地域農業の担い手に

とって取引費用の安い金融アクセス

として知られる。クミカンでは経済

事業と金融事業の結合利用が避けら

れないことから、一時、規制改革会

議（現・規制改革推進会議）から独禁

法違反の恐れがあると指摘されたが、

この指摘には取引費用の節約という

観点が完全に欠如していた。

③�　仮に信用事業が連合組織（信連ま

たは農林中金）に事業譲渡されると、

これまで自分たちが積み上げてきた

信用事業資産を「無償」で失うこと

になる。また、信用事業総利益（信

用事業収益－信用事業費用）も現行の

３分の２程度に縮小することが予想

されており、JA経営の破たんを導く

恐れが強い。こうした結末の知れた

信用事業譲渡論に同調する組合員な

り組合役員はいない。また、経営破

たんの事態を避けるためには職員と

施設の大幅削減が必要となるが、こ

れは組合員のみならず地域経済全体

に悪影響を及ぼすことになる。

④�　連合組織が運営主体となった場合、

組合員とJA（JAバンク）との距離感

はこれまで以上に広がり、「地域にな

くてはならないJA」という評価は下

がることはあっても上がることはな
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い。貯金の奨励ではなく、他の金融

機関と同様にJAバンクから見て手数

料率の高い金融商品（例えば投資ファ

ンドや民間保険）の利用を呼びかけら

れるのではないかとの危惧もある。

⑤�　JAの歴史から考えて、その要と

なる事業は購買・販売事業ではなく、

近世の自治村落で培われた「相互扶

助」の精神に基づく信用・共済事業

である。伝統の「助け合い」の心が

JA事業を支えている。超低金利の現

在もJAでは「貯金の奨励」（“預け初

め”や“金利上乗せキャンペーン”など）

が頻繁に行われているが、これはJA

が純粋な金融機関ではなく、地域の

社会的・公共的な経済施設であるこ

とを教えている。信用事業の分離な

いし代理店化の推進は、こうした農

村文化（道徳・倫理）を破壊するもの

である。

一方、事業体であるJA側から見ても、

信用事業の分離ないし代理店化はとうて

い受け入れられるものではない。その理

由は次のとおりである。

①�　代理店化は信用事業を自らの責任

の下で展開するのだという主体性を

失わせ、役職員のモティベーション

が低下する。

②�　組合員・利用者と直接接触したこ

とのない連合組織（信連もしくは農林

中金）が指揮・命令を下すことによ

り、組合員・利用者の要望とはかけ

離れた事業方式が定着するのではな

いかとの懸念が払拭できない。言い

かえれば、重心の高いJAバンクの運

営によって事業分量の低下が懸念さ

れる。

③�　代理店化された信用・共済事業

と専門農協化した営農・経済事業と

の間で、職員間のカベができてしま

う。現在でも少なからずカベはある

が、それ以上のカベができてしまう。

④�　代理店化のマイナス・イメージが

起因して、今後、県域合併が進むこ

とが予想される。ただし、「農業協同

組合」に准組合員事業利用規制が導

入された場合には、県域農協であっ

てもその規制から逃れることはでき

ず、最終的には農業協同組合ではな

い「農林中金」に事業譲渡せざるを

得ない。

⑤�　④と同じ理由から、仮に信用事業

の譲渡先が信連である場合、准組合

員事業利用規制に抵触する事態が発

生すると、譲渡先を農林中金に変更

せざるを得なくなる。

そもそも、金融事業と経済事業の分離

が「グローバル・スタンダード」だと喧

伝すること自体が間違っている。正確に

は「アメリカン・スタンダード」に過ぎ

ないと理解すべきである。

例えば、日本の農協（戦前の産業組合）
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がお手本としたドイツでは、購買事業と

信用事業を兼営する農業協同組合（ライ

ファイゼン系農業協同組合）が2016年末現

在で112組合存在している。1980年末現

在で2,572組合、2000年末現在で434組合

であったから、大きく減少していること

が分かる。

しかし、この減少はわが国のような政

府による政策誘導ではなく、協同組合自

らの判断によるものであった。金融機関

としては小さくても、身近な金融機関と

して現在も数多くの農業者から支持を受

けている。すでに述べたとおり、零細な

事業者（農業者）もしくは個人にとって、

安い取引費用で金融へアクセスできるこ

とが大きな利点となっているからである。

わが国においても、JAは零細な事業者

（農業者）もしくは個人が安い取引費用で

アクセスできる金融機関として代表的な

地位にある。しかし、これを裏返して言

うと、貯金・貸出金の単位金額当たりの

事業費用（人件費を含む）が、都銀・地銀

のみならず信金・信組よりも高くなるこ

とを意味する。これらの事業費用は、一

般には「預金コスト」「貸出コスト」と呼

ばれているが、JAバンクはきめ細かい金

融サービスを提供することによって両コ

ストの上昇が避けられない。

きめ細かい対人サービスを提供する

が、その労働生産性は低い。これは、JA

に限ったことではなく、わが国が構造的

に抱える低労働生産性の主たる原因であ

る。確かに一部の製造業は国際的にも高

い労働生産性を実現しているが、産業全

体ではサービス産業の低い労働生産性に

足を引っ張られて、国際順位を下げてい

る。産業構造が製造業中心からサービス

産業中心へと転換していく中で、産業全

体の低労働生産性をどう改善していくの

かがわが国の重要な課題となっている。

こうした日本全体の姿は、JAの姿を考

える場合の基本となる。JAはすべての事

業で高い労働生産性を実現しているわけ

ではない。低い労働生産性の事業を支え

る上でも高い労働生産性の事業は必要で

ある。あるいは、低い労働生産性の事業

があるからこそ高い労働生産性の事業が

成立する。これはJAのミッション（存在

意義）にも関わる経営上の重要問題であ

る。「高い労働生産性の事業にうつつを

抜かして、低い労働生産性の事業を顧み

ない」といった趣旨の批判が、政府の農

協改革の根源を成しているが、的外れの

議論と言わざるを得ない。

表２（次頁）は、部門別に見た労働生

産性と職員構成比率（2015事業年度）を示

したものである。問題の理解を深めるた

めに、「全国」のほか、農業主業地帯の

「北海道」と都市農業地帯の「愛知」を

併載している。また、職員数の算出に当

たっては、農林水産省『総合農協統計表』

の「職員」と「臨時・パート職員」に0.5
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表２　部門別に見た労働生産性と職員構成比率

� （2015年、単位：人、万円、％）

全　国 北海道 愛　知
職員構成比率
（％）

信　　　　用 25.7� 14.5� 31.0�
共　　　　済 17.4� 8.3� 18.8�
購　　　　買 19.5� 25.0� 17.1�
販　　　　売 9.1� 17.4� 8.3�
そ の他事業 11.6� 14.3� 9.3�
指　　　　導 7.0� 10.8� 4.8�
管　　　　理 9.7� 9.7� 10.7�
合　　　　計 100.0� 100.0� 100.0�
（合計の実数） 225,621� 13,738� 10,160�
労働生産性
（全体=100）
信　　　　用 162.2� 141.2� 173.2�
共　　　　済 146.8� 145.1� 128.5�
購　　　　買 85.5� 99.6� 59.5�
販　　　　売 85.3� 114.3� 75.3�
そ の他事業 82.7� 149.2� 71.4�
指　　　　導 － 17.9� 12.4� － 19.5�
管　　　　理 0.0� 0.0� 0.0�
全　　　　体 100.0� 100.0� 100.0�
（全体の実数） 823� 916� 1,151�
JA 全体の１人当た

り人件費
527� 521� 641�

＊�総合農協統計表より作成。職員数は「職員」と「臨時・パート職員」に0.5を乗じたも
のの合計。労働生産性の算出に当たって、各事業の「事業総利益」を付加価値とみ
なした。「その他事業」は農業倉庫事業、加工事業、利用事業、宅地等供給事業、
その他事業の合計値。

を乗じたものを合計している。付言すれ

ば、「臨時・パート職員」に0.3を乗じて

も「臨時・パート職員」の構成比率が小

さいために、分析結果に大きな違いは生

じなかった。このことから0.5を採用して

いる。

この表の注目点は次のとおりである。

①�　わが国の金融業と卸売・小売業間

の労働生産性格差はおよそ４対３で

あるが、JAの信用・共済部門と購買・

販売・その他事業部門間のそれはお

よそ２対１であり、JAの労働生産性

格差のほうが大きい。ただし、北海

道の労働生産性格差は小さい。

②�　プロフィットセンター（付加価値

を生み出す部門）とみなせる信用・共

済部門の職員構成比率はおよそ４割、

購買・販売・その他事業部門の職員

構成比率もおよそ４割である。これ

に対し、北海道の信用・共済部門は

およそ２割、購買・販売・その他事

業部門はおよそ６割で、都府県とは

大きく異なっている。

③�　コストセンター（自らは付加価値を

生み出さないが、他部門の付加価値形成

に貢献する部門）とみなせる管理部門
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図３　都道府県別に見た「職員１人当たり人件費」と「信用事業の労働生産性」
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図３　都道府県別に見た「職員１人当たり人件費」と「信用事業の労働生産性」

の職員構成比率はおよそ１割である

が、これにほぼ匹敵する職員が指導

部門（営農・生活指導事業）にも配置

されている。北海道の指導部門もお

よそ１割であるが、この部門は都府

県とは異なってプラスの付加価値を

生み出している。

④�　厚生労働省の『毎月勤労統計』

（2015）によれば、全国平均の現金給

与総額（賞与、所得税・保険料等を含む

給与総額）の年額は、全産業（従業員

５人以上）でおよそ380万円、金融・

保険業でおよそ570万円、卸売・小売

業でおよそ320万円である。これと直

接比較可能なJAデータはないが、１

人当たり人件費から考えて、ほぼ遜

色のない給与水準が確保されている

ように思われる。

以上から明らかなように、JAは多部

門経営を展開する特別な事業体ではなく、

信用・共済部門と営農・経済部門とが相

補関係を形成する「効率的にして効果的

な事業体」とみなせる。ただし、図３に

示すように、都道府県間の職員１人当た

り人件費と信用事業の労働生産性の格差

が大きいことも忘れてはならない。その

最大と最小を比較すると、１人当たり人

件費ではおよそ２倍、信用事業の労働生

産性ではおよそ３倍の違いがある。この

格差には内部留保や立地環境が大きく影

響していることから、JAを平均値で語る

ことには十分な注意が必要である。

８. 「協同組合間協同」に関する論点

これまで、政府の農協改革に対抗する

上で、JAの自己改革はどうあるべきかを

論じてきた。最後に、JAが自らの理想を

追求するためには、協同組合が業種横断
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的に「集まって強くなる」こと、言いか

えれば協同組合間協同を促進させる必要

があることを指摘しておきたい。

賀川豊彦『協同組合の理論と実際』

（1946）は、協同組合セクターの形成には、

以下の７つの組合が「あたかも身体の各

器官のごとく連動する」ことが必要であ

ると論じた。①生産者を主体とする「生

産組合」、②消費者を主体とする「消費組

合」、③金融を行う「信用組合」、④生産

者と消費者が連携する「販売組合」、⑤組

合員の共助互恵のための「共済組合」、⑥

組合員の将来の保障を行う「保険組合」、

⑦各種の利用のための「利用組合」であ

る。ここで共済組合とは、現在の共済事

業ではなく、高齢者福祉事業などの助け

合い事業のことを指している。また、利

用組合の中には医療事業も含まれている。

JAが留意すべきことは、わが国におい

てこの７つの組合を一つの事業体が行っ

ているのはJAだけであるという点であ

る。このことは、賀川豊彦やロバート・

オウエン、さらにはレイドローなどが提

唱した協同組合地域社会の建設に当たっ

て、JAはその主要な担い手であることを

教えている。

ただし、そのJAがこれまでそれを哺

育・育成してきた政府によって、つぶさ

れようとしている。この攻撃に対抗する

には政府が敷いた縮小路線ではなく、協

同組合としての拡大路線を歩むことが重

要である。

この路線の追求は、日本協同組合連絡

協議会（JJC）や国際協同組合年記念協

同組合全国協議会（IYC記念協）での全国

段階の取り組み、あるいはICA東京大会

（1992）や国際協同組合年（2012）を契機と

する地方段階での取り組みを踏まえれば、

決して不可能なことではない。この動き

をより強固なものとするためには、協同

組合間協同を促進するためのナショナル

センター（全国機関）とローカルセンター

（都道府県機関）の法人化が喫緊の課題と

なっている。

これに加えて、今秋には、長年の課題

であった労働者協同組合の個別法とし

て「協同労働の協同組合法」が国会に上

程される予定となっている。この法律が

従来の協同組合法とは異なって「準則主

義」に基づいていることにも留意すべき

である。そこでは行政庁の指導・監督権

限を極力排除し、組合員が主体となって

運営する自治・自立のための協同組合法

が構想されている。わが国では最初の準

則主義に基づく協同組合法の制定となる

が、これをもって今後の協同組合法のあ

り方を変える大きなモメントとしなけれ

ばならない。

わが国のこれまでの協同組合間協同の

歩みを整理すると、図４（次頁）に示す

ように、「産消提携タイプ」⇒「業務提携

タイプ」⇒「事業連携タイプ」⇒「地域
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【産消提携タイプ】 【業務提携タイプ】

【事業連携タイプ】 【地域連携タイプ】
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図４　協同組合間協同の「連携（提携）タイプ」

連携タイプ」という順序で連携（提携）タ

イプの拡大が起こってきた。各タイプの

代表的な取り組みとして、①産消提携タ

イプは、生産者・消費者間の「安全・安

心な食」の取り組み、②業務提携タイプ

は、生協の配送・清掃業務などを労協が

受託する取り組み、③事業連携タイプは、

生協（コープ）とJA（Ａコープ）が共同店

舗を出店する取り組み、④地域連携タイ

プは、JA・生協・労協などの協同組合が

困窮、障害、仕事おこし、介護、子育て

などの地域課題を各種の地域団体（NPO、

社会福祉法人、地域自治組織など）と一緒に

なって解決する取り組み、などが指摘で

きる。

こうした連携・提携は今後も拡大を目

指さなくてはならない。同時に、ここで

は協同組合間協同の今後の展開方向とし

て「組織連携タイプ」の促進を指摘して

おきたい。これは、例えばJAの組合員が

生協の組合員となる、生協の組合員がJA

の組合員となる、というように、組合員

の相互乗り入れを図る連携タイプである。

この連携促進のポイントは、それぞれ

の協同組合には特徴的な事業があって、

その特徴を生かす共通の意思を各種の協

同組合が持つことである。例えば、JAと

生協との「組織連携」を想定すると、一枚

のポイントカード（協同組合カード）でJA

と生協の両方の事業を利用できるように

し、相補的な事業利用メリットを提供し

ていくことが考えられる。JAに特徴的な

事業とは、貯金、ローン、年金受給、Ｓ

Ｓ、プロパン、葬祭、直売所、市民農園、

農産物加工などが想定され、生協に特徴

的な事業とは、個配、食材宅配、各種の
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図５　　「伝統的な共同体」から「新たな公共」への転換パラダイム
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＊広井良典編著『福祉の哲学とは何か』p.24の図を修正して掲載。
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家事支援サービスなど想定される。同時

に、JAと生協間で重層的な組合員組織活

動を展開することも期待される。

こうした取り組みを進めるに当たって

は、協同組合間協同にかかる「社会哲

学」ないしは「公共哲学」を共有するこ

とが重要である。では、どのような社会

哲学、公共哲学を共有することが望まし

いのか？

重要な点は、伝統的な共同体（地域社会

＝コミュニティ）を「閉ざされた系」とし

て存続させるのではなく、「開かれた系」

として開放し、異質な他者との交流を活

発化させることによって、都市と農村が

連続した新たな公共空間をつくることに

あると整理できる。都市と農村との間に

は、あるいは伝統的な共同体を基礎組織

とするJAとその他の種類の協同組合（生

協、労協などの都市型の協同組合）や地域団

体（NPO、社会福祉法人など）との間には、

文化的背景に違いがあるが、その違いを

ことさら強調し否定するのではなく、お

互いに尊重し合いながら新しい関係性を

取り結ぶことが重要である。図５ではそ

のような関係性を「新たな公共」と呼ん

でいる。

この図では、「新たな公共」の共通理念

として「共」による「定常型社会」を掲

げている。これに対して、伝統的な共同

体の諸個人を「公」と「私」に引き寄せ

る社会は「産業化社会」と呼ばれており、

市場化、産業化、情報化、金融化などが

その推進力となっている。

ここで「定常型社会」とは、産業化の

進展によって生起する環境・資源制約に

直面する諸個人が物質的生産の更なる拡

大ではなく、精神的・文化的発展に重き

を置くような社会を構築することを表
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している。持続可能な開発目標（SDGs）

が提起しているような「持続的な発展

（Sustainable�Development）」なり、「誰も

が取り残されない社会（No�one�will�be�left�

behind）」を指していると言ってもよい。

自然を征服した（と誤解した）産業化社

会とは異なり、しょせん人間は自然の循

環の中でしか生きられない生き物だと強

く自覚し（地球倫理の形成）、地域循環の中

で「食料」「エネルギー」「助け合い・支

え合い」を確保できるような定常型社会

をつくることが重要である。それはまた、

内橋克人氏が提唱する「FEC自給圏」の

構想に近いものである。

来るべき「定常型社会」では、都市と

農村は対峙するものではなく、共生する

ものとして捉えることが重要である。人

の交流や心の交流を通して新たな関係性

を取り結ばなければならない。「共同体

の庇護者」たる役割が与えられているJA

にあっては、こうした社会変革の促進者

としての役割を積極的に果たすことが求

められている。
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